
●対象者
新型コロナウイルスワクチンの３回目接種は、現時点では２回目接種日か
ら原則８か月経過した18歳以上の方を対象に、１回追加接種を行います。
接種期間は令和４年９月 30日（金）までです。
ワクチン接種は無料です。予約金などは一切かかりません。金銭をだまし
取ろうとする不審な電話にご注意ください。

●転入前の市町村で２回目接種をされた方へ
愛西市外で２回目接種を受けられた転入者、海外で２回目接種された方については、３回目接種券の
発行申請を行う必要がありますので、佐屋保健センターまたは各支所で３回目接種券発行申請を行っ
てください。申請の際は、１ , ２回目の接種記録書や接種済証をお持ちください。申請は 1人につき
1部必要です。転入時などで既にご提出されている方については、再度のご提出は必要ありません。
※愛西市の接種券を使用し、愛西市外の医療機関や職域接種などで２回目接種をされた方の接種履歴
　は愛西市で管理していますので、申請の必要はありません。
※接種時に愛西市に住民票があり、接種券を使用せずに２回目接種をした医療従事者などの先行接種
　者についても同様に、申請の必要はありません。

※上記は令和３年 12月 14日（火）時点での情報です。
ワクチン接種の時期や対象者などは、政府方針により変更する場合がございます。

最新情報は市ホームページをご覧ください。

●接種券発送時期
接種券は、2回目接種日から概ね 8か月経過した方へ順次発送予定です。ご自身の２回目接種日を確
認し、市からの発送をお待ちください。接種券が８か月経過後、１か月ほどしても届かない場合は、
お手数ですが下記の愛西市コールセンターまでお問い合わせください。
※３回目接種までに転出された方の接種券の発送については、転出先へお問い合わせください。

　
佐
屋・佐
織
地
区
で
は
、平
成
15
年
度
か
ら

下
水
道
の
整
備
を
進
め
、平
成
22
年
３
月
31

日
か
ら
一
部
の
区
域
で
完
成
し
、供
用
開
始

(

下
水
道
へ
接
続
可
能)

し
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
４
月
１
日
の
供
用
開
始
予
定
区

域
は
次
の
地
域
で
す
。

佐
屋
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区
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町
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通
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井
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一
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鰯
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町
郷
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一
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佐
屋
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新
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新
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各
一
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西
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一
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佐
織
地
区
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根
高
町
本
郷
、川
田
、古
堤
己
新
田
、郷
前

　
の
各
一
部

 

・ 

見
越
町
古
堤
起
、川
田
、高
畑
の
各
一
部

 

・ 

町
方
町
南
堤
外
、大
杁
先
、案
山
子
、石
塚

　
の
各
一
部

該
当
地
域
に
土
地
を
所
有
し
て
い
る
方
へ
　

　
１
月
中
旬
頃
に
下
水
道
事
業
受
益
者
申
告

書
、下
水
道
へ
の
接
続
、受
益
者
負
担
金
等
制

度
に
関
す
る
説
明
会
の
日
程
を
お
送
り
し
ま

す
。説
明
会
当
日
に
書
類
一
式
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、説
明
会
が
中
止

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承

く
だ
さ
い
。

☆
受
益
者
負
担
金・分
担
金

　
下
水
道
が
供
用
開
始
さ
れ
た
区
域
に
土
地

や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方
へ
受
益
者
負
担

金
も
し
く
は
受
益
者
分
担
金
を
賦
課
徴
収
し

ま
す
。

受
益
者
負
担
金・分
担
金
を

納
め
て
い
た
だ
く
方
は
？

　
受
益
者（
納
付
義
務
者
）は
、原
則
と
し
て
、

下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域
内
に
土
地
を
所

有
し
て
い
る
方
で
す
。た
だ
し
、土
地
に
地
上

権
・
質
権
・
使
用
貸
借
・
賃
貸
借
な
ど
の
権
利

が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、話
し
合
い
に

よ
り
受
益
者
を
決
定
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

受
益
者
負
担
金・分
担
金
の
額
は
？

　
納
付
し
て
い
た
だ
く
負
担
金
・
分
担
金
の

額
は
、対
象
と
な
る
土
地
の
面
積（
㎡
）に
400

円
を
乗
じ
た
額
を
３
年
間
に
分
割
し
て
12
回

（
１
年
に
第
１
期
か
ら
第
４
期
の
計
４
回
を

３
年
間
）で
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。一
括

納
付
も
可
能
で
す
が
、前
納
報
奨
金
は
あ
り

ま
せ
ん
。現
金
納
付
の
ほ
か
、所
定
の
手
続
き

の
う
え
、口
座
振
替
制
度
も
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

※

そ
の
土
地
に
か
か
る
負
担
金
・
分
担
金
は

一
度
納
付
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、重
ね
て
賦

課
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
排
水
設
備
工
事

　
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
区
域
内
で

は
、家
庭
や
事
業
所
な
ど
か
ら
出
る
排
水
を

下
水
道
管
に
流
す
た
め
の「
排
水
設
備
」を
設

置
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

下
水
道
へ
の
切
替
に
つ
い
て

　
下
水
道
整
備
が
終
わ
る
と
、排
水
設
備
を

下
水
道
へ
接
続
し
て
も
よ
い
区
域（
供
用
開

始
区
域
）を
広
報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

下
水
道
法
で
は
、下
水
道
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
ら
、く
み
取
り
便
所
は
３

年
以
内
に（
第
11
条
の
３
第
１
項
）、そ
の
他

の
施
設（
水
洗
便
所
・
風
呂
・
台
所
な
ど
）は
遅

滞
な
く(

第
10
条
第
１
項
）、下
水
道
へ
の
接

続
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

指
定
工
事
店
と
の
契
約
上
の
注
意
事
項

　
排
水
設
備
工
事
は
、「
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
」が
専
属
す
る「
愛
西
市
排
水
設
備
指

定
工
事
店
」で
な
け
れ
ば
工
事
で
き
ま
せ
ん
。

工
事
の
方
法
・
期
間
・
費
用
な
ど
は
指
定
工

事
店
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、依
頼
す

る
際
に
は
、見
積
も
り
金
額
だ
け
で
な
く
、施

工
内
容
・
施
工
後
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
も

よ
く
検
討
し
契
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

費
用
負
担

　
個
人
の
施
設
・
財
産
で
す
の
で
、個
人
負
担

で
設
置
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

☆
下
水
道
使
用
料

　
排
水
設
備
工
事
が
完
了
し
、下
水
道
へ
汚

水
を
流
す
よ
う
に
な
る
と
、流
し
た
下
水
排

出
量
に
応
じ
て
下
水
道
の
使
用
者
に「
下
水

道
使
用
料
」を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

使
用
料
は
、汚
水
を
き
れ
い
に
す
る
た
め

の
処
理
費
用
や
、下
水
道
管
の
清
掃
な
ど
の

維
持
管
理
費
用
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

支
払
方
法

　
下
水
道
使
用
料
は
、通
常
、２
か
月
に
１

回
、上
水
道
料
金
と
併
せ
て
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。納
付
方
法
を
別
々
に
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

☆
宅
内
排
水
設
備
工
事
の
お
願
い

　
既
に
公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水

の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
区
域
で
、ま
だ
接
続

工
事
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、１
日
も
早
い

切
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

　受
益
者
負
担
金
・
分
担
金
制
度
と
は

　
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、そ
の
地
域
の
生
活

環
境
は
改
善
さ
れ
、衛
生
的
で
快
適
な
も
の
に
な

り
ま
す
。

　
公
共
施
設
の
中
で
も
道
路
や
公
園
な
ど
は
誰

で
も
自
由
に
利
用
で
き
ま
す
が
、下
水
道
施
設
は

下
水
道
の
整
備
さ
れ
た
区
域
の
人
た
ち
の
み
が

利
用
で
き
る
施
設
で
す
。

　
下
水
道
整
備
に
は
多
く
の
費
用
が
必
要
に
な

り
、こ
れ
を
皆
さ
ん
の
納
め
た
税
金
だ
け
で
ま
か

な
う
と
、下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
区
域
の

人
た
ち
と
の
間
に
著
し
く
不
公
平
な
状
況
が
生

じ
ま
す
。そ
こ
で
、下
水
道
整
備
に
よ
っ
て
利
益

を
受
け
る
人
た
ち
に
建
設
費
の
一
部
を
負
担
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、税
負
担
の
公
平
性
の
確
保

な
ら
び
に
下
水
道
整
備
の
促
進
を
図
る
の
が
受

益
者
負
担
金
・
分
担
金
制
度
で
す
。

■

　
指
定
工
事
店
以
外
の
業
者
に
排
水
設
備
工
事

を
発
注
さ
れ
、市
に
工
事
申
請
さ
れ
て
も
着
工
を

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、排
水
設
備
工
事
は
、適

切
な
施
工
方
法
と
技
術
で
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
、

故
障
や
詰
ま
り
の
原
因
に
な
り
、市
民
の
皆
様
に

下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
、必
ず
市
の
指
定
工
事
店
に
発
注
し
て
く
だ

さ
い
。

新型コロナワクチン
３回目接種について

●予約、問い合わせについて　※電話は下記の番号でのみ受け付けています。
問い合わせは愛西市コールセンターで、１月４日（火）から受け付けています。
予約は１月中旬以降、愛西市コールセンターおよび予約システムで受付開始予定です。
最新の情報は市ホームページをご覧ください。
愛西市コールセンター　☎0120（890）034　午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日含む）
※コールセンターでご予約をする場合は、３回目接種券に記載されている接種券番号をお答えいただ
　く必要がありますので、接種券が届いた後、お手元にご用意してからお電話ください。

【夜間・休日窓口】
☎052（526）5887　
午後 5時 30分から翌午前 9時まで（平日）、
土・日曜日、祝日は 24時間体制

●ワクチン接種の効果や副反応などに関する問い合わせ
【愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口】
☎052（954）6272　
午前 9時から午後 5時 30分まで（土・日曜日、祝
日を含む）

 愛西市コールセンター　☎0120（890）034　　　https://www.city.aisai.lg.jp/
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